
保育所等
教育・保育施設等

保育の必要な事由と利用できる期間
保育の必要性がある「教育・保育給付2号認定」または「教育・保育給付3号認定」と認定されるのは、①と②の両方
を満たす場合です。
① 保護者・子どもともに名古屋市民の方
② 保護者のいずれの方も次頁の条件（保育の必要な事由）に該当する方

保育の必要性の認定
教育・保育施設等の利用を希望する際に、子どもについて利用のための教育・保育給付認定を申請ください。

幼稚園
保育所
認定こども園
家庭的保育事業
小規模保育事業
事業所内保育事業
居宅訪問型保育事業

特　徴特　徴

保育の必要性あり 保育の必要性なし

種　別
小学校以降の教育の基礎を作るための幼児期の教育を行う学校です。
家庭で保育できない保護者に代わって保育を行う施設です。
幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。
家庭的な雰囲気のもとで、少人数（定員5人以下）できめ細やかな保育を行います。
少人数（定員6～19人）を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細やかな保育を行います。
事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育します。
医療的ケアが必要等、集団保育が著しく困難な子どもの自宅で保育します。

満3歳以上

満3歳未満

お子さんの年齢

利用可能施設
※1

教育・保育給付2号認定 教育・保育給付1号認定

教育・保育給付3号認定 認定の対象外となります

・保育所　・認定こども園

・保育所　・認定こども園
・家庭的保育事業
・小規模保育事業
・事業所内保育事業
・居宅訪問型保育事業

地
域
型
保
育
事
業

常態的に施設に預けることはできませんが、
一時保育をご利用いただける場合があります。

利用可能施設 ・幼稚園※2　・認定こども園※3

利用可能施設

※1　2歳児は家庭的保育事業・小規模保育事業・事業所内保育事業・居宅訪問型
保育事業も利用できます。

※2　私学助成幼稚園については施設等利用給付認定（15ページ)
※3　1号の定員設定がない認定こども園もあります。ご希望の施設にお問い合わ

せください。

※受入可能な年齢は、施設ごとに異なります。

幼稚園
対象年齢：3～5歳

保育所
対象年齢：0～5歳

ただし、保育の必要性がある場合に限る

地域型保育
対象年齢：0～2歳

ただし、保育の必要性がある場合に限る

認定こども園
対象年齢：0～5歳

3歳未満児の場合、保育の必要性がある場合に限る

保
育
所
等
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区役所民生子ども課や支所区民福祉課で受付を行っています。保育施設等の受入れ可能人数を超える申込みが
あった場合は、保育の必要性の高い子どもから利用を決定します。
新年度4月からの利用申込みについては、10月から12月に受付を行います。結果は2月中旬に通知します。その
後も空きがある場合は利用調整を行いますので、3月上旬まで追加の受付を行います。詳しくは　「広報なごや」
区版9月号または10月号をご覧ください。
年度途中からの利用申込みについては、利用開始希望日の前月の15日（休庁日の場合は、翌開庁日）まで受付を
行います。結果は、利用開始希望日の前月の22日頃に決まります。

● 教育・保育給付2号・3号認定申請書兼保育利用申込書　　● 保育所等申込に係る申込児童等の状況確認票
● 家庭で子どもの保育ができない状況を確認できる書類　　  ● 収入・税額の確認できる書類
● その他の提出書類　　　　　　
詳細は、「ここなご」をご覧ください。

教育・保育情報サイト「ここなご」や本市公式ウェブサイトに施設・事業所一覧を掲載しています。また、区役所や
支所には、保育を希望する保護者の相談に応じ、個別のニーズや状況に適した保育資源や　保育サービスの情報
提供を行う「保育案内人（ほいくあんないびと）」がいます。

教育・保育施設等を利用するには
保育の必要性のない3歳以上の子ども（教育・保育給付１号認定）で幼稚園や認定こども園の利用を希望する場合
は、直接施設へお問合わせください。詳細はP15をご覧ください。
保育の必要性がある子ども（教育・保育給付２号認定または３号認定）で、保育施設等の利用を希望する場合は区役
所民生子ども課または支所区民福祉課へお問合わせください。

 お預かりできる子どもの年齢は保育施設等によって異なります。
 お預かりする期間は保育の必要な事由などにより異なります。

保育施設等の開設時間内（午前7時30分前後から午後6時30分前
後）で、保育の必要な事由や世帯の状況などを考慮し、保育の必要
時間を「保育標準時間」と「保育短時間」に区分して認定します。

利用者負担額（保育料）の考え方
教育・保育施設等の利用者負担額は、下欄の上限額の範囲内で、父母（事実婚を含む）および生計主宰者の市民税
の所得割金額の合計金額により階層別に決定します。

利用者負担額は、毎年9月に見直しを行います。多子世帯など一定の要件を満たす場合は、利用者負担額が減額
される場合があります。
詳しくは「利用者負担額のお知らせ」や「ここなご」をご覧ください。

エリア支援保育所事業
公立・民間保育所等が一体となって保育の質を高め合うとともに、関係機関と連携しながら、地域のすべての子ど
もや子育て家庭を支援する事業で、専任の職員を配置した公立保育所で実施しています。身近な地域の子育てに
関する情報の提供や子育てに関する相談・助言を行います。子育てでのお困りのこと等なんでもご相談ください。
これらの取り組みを通じて、地域の子育て家庭の皆さんが必要な子育てサービスや支援等を円滑に利用できるよう
応援します。
詳細につきましては、本市公式ウェブサイト（トップページから　 　　　　　　　　 　  　）をご覧ください。

保育施設等を利用できる年齢、期間

保育施設等の利用時間

さまざまな保育をしています
1歳未満の子どもの保育をします。
原則として生後57日目からの保育です。
集団保育が可能な心身の発達に遅れのある子どもも共に生活し、育ち合う統合保育を実施してい
ます。
通常の保育所等の開設時間は午後6時30分前後までですが、やむを得ない事情がある場合、延長
して保育します。
夜間、保護者が就労するなど家庭で保育できない場合、午前1時（栄夜間保育園は午前2時）　まで
保育します。

産休あけ、育休あけの職場復帰のときに利用する保育所等をあらかじめ予約できます。

詳しくは、17ページ「こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）」をご覧ください。
詳しくは、17ページ「休日保育事業」をご覧ください。
詳しくは、17ページ「一時保育事業」、「24時間緊急一時保育事業」をご覧ください。

詳しくは、18ページ「病児・病後児デイケア事業」をご覧ください。

詳しくは、28ページ「地域子育て支援センター」をご覧ください。

乳 児 保 育

延 長 保 育

夜 間 保 育

産休あけ保育
障害児保育

休日保育事業
一時保育事業

産休あけ・育休あけ入所予約事業

こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）

病児・病後児デイケア事業

地域子育て支援センター事業

具体的な保護者の状況 認定期間保育の必要な事由

月64時間以上、就労することを常態としていること。

認定期間は最長で、子どもの就学（子どもが満3歳未満の場合は、子どもが満3歳に到達する）前日までです。

※実際の利用時間は、上限時間の範囲内で施設長が保護者の状況を考慮して決定します。
　それぞれの区分の利用上限時間を超えて利用する場合は延長保育の利用となります。

疾 病 等

親族介護

災害復旧

育児休業

求職活動

発達援助

就　　学

産前産後

就　　労 左記の状態が継続すると見込まれる期間の
末日が属する月末まで

出産日から8週間経過する日の翌日が属する
月末まで

子どもの小学校就学前日が属する月末まで

災害の復旧が完了すると見込まれる日が属す
る月末まで

①身体障害者手帳1級から4級、愛護手帳、精
神障害者保健福祉手帳を所持している場合
は、有効期限の属する月末まで
②その他の場合は、医師等の作成した診断書
等に記載されている終期が属する月末まで

出産予定日8週間前（多胎児の場合は、14週間前）の日
から出産日後8週間を経過するまでの期間内で保育が
必要な状況にあること。

卒業（修了）の予定日が属する月末まで
月16日以上かつ週16時間以上、職業能力開発施設にお
いて職業訓練を受け、または学校教育法に基づく大学、
短期大学、高等学校などにおいて就学していること。

他の事由に該当しないが心身の発達に遅れのあるお
おむね3歳以上の子どもを監護しており、その子ども
の障害の程度が別に定める基準を満たしていること。

育児休業終了日の属する月末まで
下の子の育児休業中で上の子について家庭で保育を
している場合、上の子が4月1日において満3歳（4月2
日生まれの場合、満4歳）以上であること。

医師が作成した診断書により保護者の疾病もしくは
負傷が確認できる状態にあること。または、右に掲げ
る手帳の交付を受けていること。

月16日以上かつ週16時間以上同居の親族その他の者
を介護することを常態としていること。

自宅及びその近隣地域内の災害の復旧にあたってい
ること。

認定開始日から90日を経過する日が属する月
末まで就労する意思があり、求職活動に専念していること。

保育の必要時間
保育標準時間
保育短時間

施設の利用上限時間
１日上限11時間
１日上限8時間

64,000円

令和8年4月現在

保育標準時間 63,000円保育短時間

利用者負担上限額

0円

認定区分

教育・保育給付１号認定
教育・保育給付２号認定
教育・保育給付３号認定

保育施設等の利用申込み

利用申込みに必要なもの

保育施設等に関する情報

子ども・子育て支援情報公表システム（ここdeサーチ）
お近くの保育施設等の情報を検索することができます。

教育・保育情報サイト（ここなご）
就学前の子どもが利用できる教育・保育施設等を簡単・便利に探すことができ
るサイトです。

ここなごここdeサーチ

P.33～各区子育て関連施設MAP参照実施場所

エリア支援保育所事業 検索

保
育
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区役所民生子ども課や支所区民福祉課で受付を行っています。保育施設等の受入れ可能人数を超える申込みが
あった場合は、保育の必要性の高い子どもから利用を決定します。
新年度4月からの利用申込みについては、10月から12月に受付を行います。結果は2月中旬に通知します。その
後も空きがある場合は利用調整を行いますので、3月上旬まで追加の受付を行います。詳しくは　「広報なごや」
区版9月号または10月号をご覧ください。
年度途中からの利用申込みについては、利用開始希望日の前月の15日（休庁日の場合は、翌開庁日）まで受付を
行います。結果は、利用開始希望日の前月の22日頃に決まります。

● 教育・保育給付2号・3号認定申請書兼保育利用申込書　　● 保育所等申込に係る申込児童等の状況確認票
● 家庭で子どもの保育ができない状況を確認できる書類　　  ● 収入・税額の確認できる書類
● その他の提出書類　　　　　　
詳細は、「ここなご」をご覧ください。

教育・保育情報サイト「ここなご」や本市公式ウェブサイトに施設・事業所一覧を掲載しています。また、区役所や
支所には、保育を希望する保護者の相談に応じ、個別のニーズや状況に適した保育資源や　保育サービスの情報
提供を行う「保育案内人（ほいくあんないびと）」がいます。

教育・保育施設等を利用するには
保育の必要性のない3歳以上の子ども（教育・保育給付１号認定）で幼稚園や認定こども園の利用を希望する場合
は、直接施設へお問合わせください。詳細はP15をご覧ください。
保育の必要性がある子ども（教育・保育給付２号認定または３号認定）で、保育施設等の利用を希望する場合は区役
所民生子ども課または支所区民福祉課へお問合わせください。

 お預かりできる子どもの年齢は保育施設等によって異なります。
 お預かりする期間は保育の必要な事由などにより異なります。

保育施設等の開設時間内（午前7時30分前後から午後6時30分前
後）で、保育の必要な事由や世帯の状況などを考慮し、保育の必要
時間を「保育標準時間」と「保育短時間」に区分して認定します。

利用者負担額（保育料）の考え方
教育・保育施設等の利用者負担額は、下欄の上限額の範囲内で、父母（事実婚を含む）および生計主宰者の市民税
の所得割金額の合計金額により階層別に決定します。

利用者負担額は、毎年9月に見直しを行います。多子世帯など一定の要件を満たす場合は、利用者負担額が減額
される場合があります。
詳しくは「利用者負担額のお知らせ」や「ここなご」をご覧ください。

エリア支援保育所事業
公立・民間保育所等が一体となって保育の質を高め合うとともに、関係機関と連携しながら、地域のすべての子ど
もや子育て家庭を支援する事業で、専任の職員を配置した公立保育所で実施しています。身近な地域の子育てに
関する情報の提供や子育てに関する相談・助言を行います。子育てでのお困りのこと等なんでもご相談ください。
これらの取り組みを通じて、地域の子育て家庭の皆さんが必要な子育てサービスや支援等を円滑に利用できるよう
応援します。
詳細につきましては、本市公式ウェブサイト（トップページから　 　　　　　　　　 　  　）をご覧ください。

保育施設等を利用できる年齢、期間

保育施設等の利用時間

さまざまな保育をしています
1歳未満の子どもの保育をします。
原則として生後57日目からの保育です。
集団保育が可能な心身の発達に遅れのある子どもも共に生活し、育ち合う統合保育を実施してい
ます。
通常の保育所等の開設時間は午後6時30分前後までですが、やむを得ない事情がある場合、延長
して保育します。
夜間、保護者が就労するなど家庭で保育できない場合、午前1時（栄夜間保育園は午前2時）　まで
保育します。

産休あけ、育休あけの職場復帰のときに利用する保育所等をあらかじめ予約できます。

詳しくは、17ページ「こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）」をご覧ください。
詳しくは、17ページ「休日保育事業」をご覧ください。
詳しくは、17ページ「一時保育事業」、「24時間緊急一時保育事業」をご覧ください。

詳しくは、18ページ「病児・病後児デイケア事業」をご覧ください。

詳しくは、28ページ「地域子育て支援センター」をご覧ください。

乳 児 保 育

延 長 保 育

夜 間 保 育

産休あけ保育
障害児保育

休日保育事業
一時保育事業

産休あけ・育休あけ入所予約事業

こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）

病児・病後児デイケア事業

地域子育て支援センター事業

具体的な保護者の状況 認定期間保育の必要な事由

月64時間以上、就労することを常態としていること。

認定期間は最長で、子どもの就学（子どもが満3歳未満の場合は、子どもが満3歳に到達する）前日までです。

※実際の利用時間は、上限時間の範囲内で施設長が保護者の状況を考慮して決定します。
　それぞれの区分の利用上限時間を超えて利用する場合は延長保育の利用となります。

疾 病 等

親族介護

災害復旧

育児休業

求職活動

発達援助

就　　学

産前産後

就　　労 左記の状態が継続すると見込まれる期間の
末日が属する月末まで

出産日から8週間経過する日の翌日が属する
月末まで

子どもの小学校就学前日が属する月末まで

災害の復旧が完了すると見込まれる日が属す
る月末まで

①身体障害者手帳1級から4級、愛護手帳、精
神障害者保健福祉手帳を所持している場合
は、有効期限の属する月末まで
②その他の場合は、医師等の作成した診断書
等に記載されている終期が属する月末まで

出産予定日8週間前（多胎児の場合は、14週間前）の日
から出産日後8週間を経過するまでの期間内で保育が
必要な状況にあること。

卒業（修了）の予定日が属する月末まで
月16日以上かつ週16時間以上、職業能力開発施設にお
いて職業訓練を受け、または学校教育法に基づく大学、
短期大学、高等学校などにおいて就学していること。

他の事由に該当しないが心身の発達に遅れのあるお
おむね3歳以上の子どもを監護しており、その子ども
の障害の程度が別に定める基準を満たしていること。

育児休業終了日の属する月末まで
下の子の育児休業中で上の子について家庭で保育を
している場合、上の子が4月1日において満3歳（4月2
日生まれの場合、満4歳）以上であること。

医師が作成した診断書により保護者の疾病もしくは
負傷が確認できる状態にあること。または、右に掲げ
る手帳の交付を受けていること。

月16日以上かつ週16時間以上同居の親族その他の者
を介護することを常態としていること。

自宅及びその近隣地域内の災害の復旧にあたってい
ること。

認定開始日から90日を経過する日が属する月
末まで就労する意思があり、求職活動に専念していること。

保育の必要時間
保育標準時間
保育短時間

施設の利用上限時間
１日上限11時間
１日上限8時間

64,000円

令和8年4月現在

保育標準時間 63,000円保育短時間

利用者負担上限額

0円

認定区分

教育・保育給付１号認定
教育・保育給付２号認定
教育・保育給付３号認定

保育施設等の利用申込み

利用申込みに必要なもの

保育施設等に関する情報

子ども・子育て支援情報公表システム（ここdeサーチ）
お近くの保育施設等の情報を検索することができます。

教育・保育情報サイト（ここなご）
就学前の子どもが利用できる教育・保育施設等を簡単・便利に探すことができ
るサイトです。

ここなごここdeサーチ

P.33～各区子育て関連施設MAP参照実施場所

エリア支援保育所事業 検索
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幼稚園・認定こども園（教育部分）・認可外保育施設を利用するときの認定
子どもの年齢やご家庭の状況に応じ、次の4つの区分で認定を行います。

新2号認定や新3号認定と認定される条件や認定期間については、12、13ページ（保育の必要な事由と利用期間）
もご確認ください。

子どもの年齢やご家庭の状況区　分

教育・保育給付１号認定
（以下「1号認定」とする）

施設等利用給付１号認定
（以下「新1号認定」とする）

施設等利用給付2号認定
（以下「新2号認定」とする）

施設等利用給付3号認定
（以下「新3号認定」とする）

施設型給付幼稚園や認定こども園（教育部分）に通う満3歳以上の子ども

私学助成幼稚園に通う満3歳以上のお子さんで新2号認定または新3号認定を受けていない
子ども

幼稚園・認定こども園（教育部分）・認可外保育施設に通う、保育の必要性のある3歳クラス
以上の子ども

幼稚園・認定こども園（教育部分）・認可外保育施設に通う、保育の必要性がある0歳から2
歳クラスの住民税非課税世帯等の子ども

無償化の対象者・施設
子どもの年齢や世帯の状況、利用施設の種類により、認定や無償化の方法が変わります。

※1　0～2歳児クラスで無償化対象となるのは保育の必要性がある住民税非課税世帯等のみです。
※2　「満3歳児」とは、3歳になった日から最初の3月31日までにあるお子さんを指します。受入れ年齢は園によっ

て異なります。
※3　預かり保育利用料の月額の無償化上限金額は、450円×預かり保育利用日数となります。（最大11,300円ま

で／新3号認定の方は最大16,300円まで）
※4　幼稚園に在籍しているお子さんのうち、その幼稚園が一定の基準（平日8時間かつ年間200日）以上の預か

り保育を実施していない場合は、預かり保育分の上限額（新2号：11,300円、新3号：16,300円）の範囲内
で認可外保育施設等も無償化の対象になります。

● 保育所等の延長保育料についてはこれまで通り、保護者負担となります。
● 名古屋市外にお住まいの方は、お住まいの市町村にお問い合わせください。

3～5歳児クラス

保育の必要性が　 　　 （保護者が共に就労している等）

満3歳児 ※2
0～2歳児クラス ※1

課税世帯 非課税世帯等 非課税世帯等利用対象施設

利用料全額
利用料上限　25,700円
保育の必要性がない方は無償化対象外です
保育の必要性がない方は施設の利用ができません

施設型給付幼稚園　認定こども園（教育）
私学助成幼稚園
認可外保育施設等
認可保育所等　認定こども園（保育）

利用対象施設
保育の必要性が　 　　  ※1

3～5歳児クラス 満3歳児 ※2　

認可保育所等
認定こども園（保育）

認可外保育施設等

私学助成幼稚園

施設型給付幼稚園
認定こども園（教育）

利用料全額 ＋
預かり保育 ※3

1号
新2号

利用料全額 ＋
預かり保育 ※3

1号
新3号

利用料全額
＊3歳の誕生日からは

3号

利用料上限25,700円 ＋
預かり保育 ※3 新2号

利用料上限25,700円 ＋
預かり保育 ※3 新3号

利用料上限
37,000円 ※4

新2号 利用料上限
42,000円 ※4

新3号

利用料上限
25,700円

新1号

新1号

利用料全額 2号

利用料全額 1号

1号

2号

ある

ない保護者ともに保育
の必要性がありま
すか？

スタート

幼稚園
幼稚園では、遊具や砂、水、草花や虫などの自然とのふれあい、先生や友達との楽しい遊びを通して、幼児の健や
かな成長や発達を促し、小学校以降の生活や学習の基盤を育成しています。また、入園前の子どもたちが安心して
遊べる場や保護者同士の交流の場を提供したり、子育て相談に応じたりするなど子育ての支援も行っています。

早朝の預かり保育
通常の預かり保育実施時間

長期休業中の預かり保育実施時間

第一幼稚園・第三幼稚園 左記以外の市立幼稚園（18園）区　分
朝7時30分～登園時間まで

教育時間終了後～午後6時30分まで
午前7時30分～午後6時30分まで

P.33～各区子育て関連施設MAP参照所在地

市立幼稚園　20園あります

幼稚園に入るには
9月上旬に、市立幼稚園園児募集要項を発表し、各幼稚園で入園願書等を配布します。10月上旬
～中旬、応募先の園で願書を受け付けます。詳しくは「広報なごや」「名古屋市公式ウェブサイト」
でお知らせします。
年度途中でも入園していただくことができます。各幼稚園に空き状況をお問い合わせください。

私立幼稚園　115園あります

幼稚園に入るには
各幼稚園で入園願書を配布し、願書の受付を行います。
願書提出後、入園料・検定料等が必要になります。詳
しくは各幼稚園へお問い合わせください。

入園年齢と教育時間
3歳児（年少児）から入園できます（第三幼稚園は、満3
歳児受け入れあり）教育時間は原則として午前8時45分
から午後2時までです。（満3歳児並びに入園当初及び
行事開催日など学年や時期に応じて適宜考慮します。）

授業料とその他経費
入園料・授業料は無償です。教育の提供にかかる実
費（遠足代、教材費など。月3,000円程度。園による）
が必要です。詳しくは各園にお問い合わせください。

入園年齢と教育時間
3歳児（年少児）から入園できます。園によっては、満3
歳児からの受入もあります。教育時間は、幼稚園ごとに
異なります。

授業料とその他経費

授業料のほかに、幼稚園によっては、教材費、PTA会費、給食費や通園バスの協力費などが必要です。
授業料については、令和元年10月から実施されている幼児教育・保育の無償化により、月額25,700円を上限に
無償化となります。幼児教育・保育の無償化についての詳しいことは、お問い合わせください。

預かり保育
各園の在園児のうち、希望者を対象に次のように預かり保育を行っています。詳しくは各園にお問い合わせください。

※「保育の必要性の認定（施設等利用給付２号認定）」について申請し認定を受けた方は、利用日数に応じて最大月
額11,300円まで「預かり保育利用料」が無償化されます。（「おやつ代・教材費」は無償化の対象外）

預かり保育
正規の教育時間の開始前または終了後に、それぞれの幼稚園の特色を生かしながら、預かり保育を実施している園も
あります。詳しくは各幼稚園へお問い合わせください。

名古屋市公式
ウェブサイト

実施していません
教育時間終了後～午後5時まで

午前9時～午後5時

各園のホームページは、名古屋市立幼稚園ホームページ【外部リンク】から、ご覧いただけます。問

各園のホームページは、名古屋市私立幼稚園協会ホームページ内からご覧になることができます。問

各幼稚園 ／ 子ども青少年局幼保企画課　052-971-1101問
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